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１【提出理由】

当社第66回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規程に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された日　　平成26年６月24日

　

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　　剰余金の処分の件

第２号議案　　定款一部変更の件

第３号議案　　取締役12名選任の件

取締役として、目﨑祐史、植本輝紀、岩舘　隆、安住修二、笹川　正、島村秀樹、伊東秀夫、

重盛政志、平尾公孝、高山　俊、佐藤興一、城戸一彰　を選任する。

第４号議案　　監査役１名選任の件

　監査役として、藤原常惠　を選任する。

　

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件ならびに当該決議の結果

決議事項
賛成
(個)

反対
(個)

棄権
(個)

決議の結果

賛成比率（％） 可否

第１号議案 61,659 22 0 98.51 可決

第２号議案 61,651 30 0 98.49 可決

第３号議案

目﨑祐史 60,714 967 0 97.00 可決

植本輝紀 61,447 234 0 98.17 可決

岩舘　隆 61,444 237 0 98.16 可決

安住修二 61,442 239 0 98.16 可決

笹川　正 61,444 237 0 98.16 可決

島村秀樹 61,444 237 0 98.16 可決

伊東秀夫 61,447 234 0 98.17 可決

重盛政志 61,451 230 0 98.17 可決

平尾公孝 61,447 234 0 98.17 可決

高山　俊 61,447 234 0 98.17 可決

佐藤興一 61,436 245 0 98.15 可決

城戸一彰 60,000 1,681 0 95.86 可決

第４号議案

藤原常惠 60,874 807 0 97.25 可決
 

(注) １　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

２　当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、70,856個です。

３　賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）に対する割合です。
　

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案賛否に関して確認できたものを集計した結果、各決議事項が

可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
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